
令和４・５年度　指名停止業者一覧 資産管理課　契約係

決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）

竹内建設（株） 始期 令和6年3月14日

代表者　竹内　一雅 終期 令和6年9月13日

千葉県印西市原一丁目１番地５ ６か月

（株）水戸京成百貨店 始期 令和6年3月5日

代表者　谷田部　亮 終期 令和6年4月4日

茨城県水戸市泉町一丁目６番１号 １か月

損害保険ジャパン（株） 始期 令和6年3月5日

代表者　白川　儀一 終期 令和6年4月4日

東京都新宿区西新宿一丁目２６番１号 １か月

（株）麦島建設 始期 令和6年3月5日

代表者　麦島　悦司 終期 令和6年9月4日

愛知県名古屋市昭和区鶴舞２丁目１９番１０号 ６か月

（株）千葉エレク 始期 令和6年1月31日

代表者　越智　洋介 終期 令和6年2月29日

千葉県千葉市 若葉区千城台東 二丁目３９番１号 ９１０号室 １か月

　左記業者の代表者は、千葉県住宅供給公社の職
員と共謀し、令和元年１２月から令和２年３月までの
間、同公社から受注した５工事を巡り増幅器を設置
したと装った虚偽の書類を提出し、同公社から現金
計約１３０万円をだまし取ったとして、令和５年１２月
６日、詐欺容疑で千葉県警察本部に逮捕された。

月数

R6.3.5

期
間 第２条第１項別表第２第９項(不正

又は不誠実な行為)

　左記業者の当時の代表者は、令和２年５月に従業
員の出勤日を休業日扱いにするなど勤務データの
改ざんを指示し、国の雇用調整助成金を申請し約１
億３，３００万円をだまし取ったとして、令和６年１月１
８日、詐欺容疑で茨城県警察本部に逮捕され、水戸
地検により２月７日に水戸地裁へ起訴された。
　また、株式会社水戸京成百貨店の当時の代表者
は、令和２年６月から７月の時期にも国の雇用調整
助成金を約６２００万円詐取したとして詐欺容疑で茨
城県警察本部に再逮捕された。月数

R6.3.5

期
間 第２条第１項別表第２第９項(不正

又は不誠実な行為)

左記業者は、株式会社ビッグモーターの自動車保険
金に係る不正請求への対応に関し、令和６年１月２
５日に金融庁から保険業法に基づく業務改善命令
の行政処分を受けた。

月数

R6.3.5

期
間 第２条第１項別表第２第６項（公契

約関係競売等妨害又は談合）

　左記業者の長野営業所長は、長野県木曽郡南木
曽町の教育委員会が令和３年７月に行った、妻籠町
並み交流センターの建設工事の指名競争入札をめ
ぐり、同町の職員から最低制限価格を聞き取り落札
し、公正な入札を妨害したとして、令和５年１１月９
日、公契約関係競売入札妨害罪で木曽福島簡易裁
判所に略式起訴され、同年１１月１４日に罰金５０万
円の略式命令を受けた。月数

指名停止期間等

R6.1.31

期
間 第２条第１項別表第２第９項(不正

又は不誠実な行為)

R6.3.14

期
間 第２条第１項別表第２第２項第１号

（贈賄）

　左記業者の代表取締役は、千葉県発注工事にお
いて、令和６年２月２８日に千葉県職員に対する贈
賄の容疑で逮捕された。

月数
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

竹内建設（株） 始期 令和6年1月31日

代表者　竹内　一雅 終期 令和6年7月30日

千葉県印西市原一丁目１番地５ ６か月

（株）久米設計 始期 令和5年12月28日

代表者　藤澤　進 終期 令和6年6月27日

東京都江東区潮見二丁目１番２２号 ６か月

（株）タクマ 始期 令和5年12月28日

代表者　南條　博昭 終期 令和6年1月27日

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 １か月

西武建設（株） 始期 令和5年9月6日

代表者　佐藤　誠 終期 令和5年10月5日

埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ １か月

西武造園（株） 始期 令和5年9月6日

代表者　大嶋　聡 終期 令和5年10月5日

R5.9.6

期
間

第２条第１項別表第２第８項（建設
業法違反行為）

左記業者は、資格要件を満たさない者を営業所の
専任技術者として配置していた。また、経営事項審
査において、資格要件を満たさない者を技術職員名
簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事
項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発
注者がその結果を資格審査に用いた。
　このことにより、国土交通省関東地方整備局から
令和５年７月21日付けで、建設業法第28条第１項本
文の規定に基づく指示処分及び同法第28条第３項
の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
　このことから、工事等の相手方として不適当である
と認められるので指名停止を行うものである。

月数

R5.12.28

期
間

第２条第１項別表第２第９項（不正
又は不誠実な行為）

左記業者は、東京二十三区清掃一部事務組合より
受託していた同組合葛飾清掃工場の設備保守管理
業務の一環として、令和３年１１月７日、派遣会社か
らの派遣社員に、同工場内の搬送用コンベアへの
給油作業を行わせるに当たり、機械の運転を停止せ
ずかつ危険防止の覆いを設置せずに、同作業を行
わせ、同社員を負傷(右腕欠損)させた。この事故に
ついて、労働安全衛生法第２０条違反の疑いで令和
４年９月２１日付けで向島労働基準監督署から書類
送検され、令和５年８月１０日付けで東京区検察庁
から起訴、同年８月２９日付けで東京簡易裁判所か
ら罰金刑の略式命令を受けた。

月数

R5.12.28

期
間 第２条第１項別表第２第６項（公契

約関係競売等妨害又は談合）

左記業者の九州支社社長は、宮崎県串間市が令和
５年４月に実施した市消防庁舎新築設計業務に係る
指名競争入札を巡り、令和５年１１月１６日、官製談
合防止法違反及び公契約関係競売等妨害容疑で宮
崎県警察本部に逮捕された。

月数

R6.1.31

期
間 第２条第１項別表第２第２項第１号

（贈賄）

　左記業者の代表取締役は、千葉県発注工事にお
いて、令和６年１月１０日に千葉県職員に対する贈
賄の容疑で逮捕された。

月数

R5.9.6

期
間 第２条第１項別表第２第８項（建設

業法違反行為）

左記業者は、資格要件を満たさない者を営業所の
専任技術者として配置していた。また、資格要件を
満たさない者を監理技術者として工事現場に配置し
た。
　このことにより、国土交通省関東地方整備局から
令和５年７月21日付けで、建設業法第28条第１項本
文の規定に基づく指示処分及び同法第28条第３項
の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
　このことから、工事等の相手方として不適当である
と認められるので指名停止を行うものである
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 １か月

近畿日本ツーリスト（株） 始期 令和5年9月6日

代表者　高浦　雅彦 終期 令和5年10月5日

東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 １か月

津川興業（株） 始期 令和5年7月25日

代表者　津川　勝彦 終期 令和5年8月24日

我孫子市我孫子新田２０番地 １か月

近畿日本ツーリスト（株） 始期 令和5年7月11日

代表者　高浦　雅彦 終期 令和5年8月10日

東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 １か月

（株）千葉銀行 始期 令和5年7月11日

代表者　米本　努 終期 令和5年8月10日

千葉市中央区千葉港１番２号 １か月

ちば東葛農業協同組合 始期 令和5年6月22日

代表者　高橋　一雄 終期 令和5年7月21日

柏市高田３６２番地 １か月

関西電力（株） 始期 令和5年6月15日

代表者　森　望 終期 令和5年7月14日

大阪府大阪市北区中之島三丁目６番１６号 １か月

R5.9.6
第２条第１項別表第２第８項（建設
業法違反行為）

左記業者は、資格要件を満たさない者を営業所の
専任技術者として配置していた。また、資格要件を
満たさない者を監理技術者として工事現場に配置し
た。
　このことにより、国土交通省関東地方整備局から
令和５年７月21日付けで、建設業法第28条第１項本
文の規定に基づく指示処分及び同法第28条第３項
の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
　このことから、工事等の相手方として不適当である
と認められるので指名停止を行うものである

月数

R5.9.6

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

左記業者の使用人は、令和５年３月末まで静岡県掛
川市及び同県焼津市が発注した新型コロナワクチン
接種のコールセンター業務において、オペレーター
の人数を水増しするなどし、人件費や委託費をだま
し取ったとして、令和５年７月１８日、詐欺容疑で大
阪府警察本部に逮捕された。

月数

R5.7.25

期
間 第２条第１項別表第１第５項（安全

管理措置の不適切により生じた公
衆損害事故）

当該業者は、令和５年７月３日、我孫子市発注の
「若松第４排水区（４工区）雨水管布設工事」におい
て、鋼矢板打設欠損部における補助地盤改良工事
（薬液注入）を施工するため、注入ロッドを地中に挿
入し削孔した際、本来であれば、ガス管を露出させ
て位置を確認してから施工するべきところ、それを
怠ったことにより、埋設されているガス本管（ＰＥ管φ
50㎜）を損傷させた。また、このことにより３件の家屋
に対しガス供給の支障が生じた。

月数

R5.7.11

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者の使用人が、東大阪市が発注した新型コ
ロナワクチン接種のコールセンター業務において、
オペレーターの人数を水増しするなどし、人件費や
委託費をだまし取ったとして、令和５年６月１５日、詐
欺容疑で大阪府警察本部に逮捕された。

月数

R5.7.11

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者は、顧客属性を確認及び検討しないまま、
顧客を仕組債購入へ誘引している状況並びに内部
管理態勢が不十分な状況であったことにより、令和
５年６月２３日に財務省関東財務局から金融商品取
引法に基づく業務改善命令の行政処分を受けた。月数

R5.6.22

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該組合は、農業協同組合法第９７条第１２号等に
基づく県への届出を行わず、不祥事の隠蔽が行わ
れたこと等により、令和５年５月１９日に千葉県から
同法に基づく業務改善命令の行政処分を受けた。

月数

R5.6.15

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者は、小売電気事業者間の競争に大きな影
響を及ぼす顧客情報等を顧客対応のみならず営業
活動においても利用していたこと等により、令和５年
４月１７日に経済産業省から電気事業法に基づく業
務改善命令の行政処分を受けた。月数
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

九電みらいエナジー（株） 始期 令和5年6月15日

代表者　水町　豊 終期 令和5年9月14日

福岡県福岡市中央区薬院三丁目２番２３号ＫＭＧビル ３か月

関西電力（株） 始期 令和5年6月15日

代表者　森　望 終期 令和5年9月14日

大阪府大阪市北区中之島三丁目６番１６号 ３か月

アルフレッサ（株） 始期 令和5年6月15日

代表者　福神　雄介 終期 令和5年12月14日

東京都千代田区内神田一丁目１２番１号 ６か月

（株）フソウ 始期 令和5年5月29日

代表者　角　尚宣 終期 令和5年8月28日

香川県高松市郷東町７９２番地８ ３か月

（株）フジタ 始期 令和5年5月22日

代表者　奥村　洋治 終期 令和5年6月21日

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 １か月

（株）パイオニア 始期 令和5年5月22日

代表者　川久保　文男 終期 令和5年6月21日

千葉県茂原市七渡３４９９番地２ １か月

三菱電機（株） 始期 令和5年5月9日

代表者　漆間　啓 終期 令和5年6月8日

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 １か月

R5.6.15

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 及び第４条第３
項

当該業者は、関西電力管内等に所在する大口顧
客、相対顧客又は官公庁等に対して小売供給を行う
電気において、独占禁止法第３条の規定に違反する
行為を行っていたとして、令和５年３月３０日、公正
取引委員会から排除措置命令を受けた。月数

当該業者は、独立行政法人国立病院機構が発注す
る九州エリアに所在する病院が調達する医薬品の
入札において、独占禁止法第３条の規定に違反する
行為を行っていたとして、令和５年３月２４日、公正
取引委員会から排除措置命令等を受けた。

月数

R5.5.29

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者の使用人ら（うち１名は当時取締役）は、平
成３０年８月６日に行われた埼玉県三郷市発注の配
水場機械設備更新等工事の一般競争入札におい
て、同市水道部の主幹兼係長から、秘密事項である
予定価格に近い金額を事前に入手して落札し、その
謝礼として、飲食やゴルフ等、７回にわたる約１１万
円相当の接待を行った。なお、贈賄の公訴時効（３
年）が成立している。月数

R5.6.15

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 及び第４条第３
項

月数

R5.6.15

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 並びに第４条第
２項第２号及び同条第３項

R5.5.22

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者の従業員は、防衛省沖縄防衛局発注の
「石垣島（３）宿舎新設建築工事（その１）」において、
工事等関係者に負傷者を生じさせたことにより、労
働安全衛生法違反の容疑で書類送検され、令和５
年３月３１日付けで石垣簡易裁判所から罰金刑の略
式命令を受けた。月数

R5.5.22

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者は、我孫子市が発注した令和５年４月２４
日開札の「送迎バス事業にかかる傷害保険業務委
託」の入札において、予定価格の範囲内で且つ最も
安価な価格で応札したにもかかわらず、入札金額の
誤りを理由に契約を辞退した。月数

R5.5.9

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者は、登録に係る業務の実施の方法によら
ないで点検業務を行い、また、無線局の検査のため
に作成する点検結果を記載した書類（点検結果通知
書）を事実と異なる内容で免許人へ通知した。総務
省関東総合通信局は、電波法第２４条の１０の規定
に基づく業務の停止命令を令和５年３月１８日から
同年４月１６日までの期間で行い、電波法第２４条の
７第２項の規定に基づく業務の改善命令を行った。月数
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

青木あすなろ建設（株） 始期 令和5年5月9日

代表者　辻井　靖 終期 令和5年6月8日

東京都千代田区神田美土代町１番地 １か月

（株）水機テクノス 始期 令和5年3月15日

代表者　原　毅 終期 令和5年4月14日

東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 １か月

（株）セレスポ 始期 令和5年3月1日

代表者　田代　剛 終期 令和5年8月31日

東京都豊島区北大塚一丁目２１番５号 ６か月

五洋建設（株） 始期 令和5年2月21日

代表者　清水　琢三 終期 令和5年3月20日

東京都文京区後楽二丁目２番８号 １か月

（株）ティーエスケー 始期 令和4年12月8日

代表者　竹内　一 終期 令和5年1月7日

船橋市高瀬町３１番３号 １か月

世紀東急工業（株） 始期 令和4年12月8日

代表者　平　喜一 終期 令和5年1月7日

東京都港区芝公園２丁目９番３号 ３か月

R5.5.9

期
間 第２条第１項別表第２第８項（建設

業法違反行為）

当該業者は、発注者から直接請け負った岩手県花
巻市及び北上市における送水路工事において、変
更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議
を行い、過大な金額で変更契約を締結した。このこと
が建設業法第２８条第１項第２号に認められるとし
て、国土交通省関東地方整備局から建設業法第２８
条第３項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。

月数

R5.3.15

期
間

第２条第１項別表第２第８項（建設
業法違反行為）
第２条第１項別表第２第９項（不正
又は不誠実な行為）

当該業者は、資格要件を満たさない者を営業所の
専任技術者として配置していた。また、資格要件を
満たさない者を監理技術者として工事現場に配置
し、経営事項審査において、資格要件を満たさない
者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことに
より得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に
提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用い
た。このことにより、国土交通省関東地方整備局か
ら令和５年２月１０日付けで、建設業法第２８条第１
項の規定に基づく指示処分及び同法第２８条第３項
の規定に基づく営業の停止命令を受けた。月数

R5.3.1

期
間 第２条第１項別表第２第４項（独占

禁止法違反行為）

当該業者の役員は、東京オリンピック・パラリンピッ
クのテスト大会に関連する業務の入札を巡り不正な
受注調整を行っていたとして、独占禁止法違反の疑
いで令和５年２月８日、東京地方検察庁に逮捕され
た。月数

R5.2.21

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

当該業者が元請けとして受注した「新名神高速道路
大津ジャンクション東工事」において、作業員が令和
３年７月９日に高所作業車から転落し負傷したことに
ついて、当該業者の使用人は、所轄の大津労働基
準監督署長に遅滞なく労働者死傷病報告書を提出
しなければならないところ、令和３年８月１９日に至る
まで提出しなかったとして、労働安全衛生法違反に
より起訴され、令和４年１２月２２日付けで大津簡易
裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。月数

R4.12.8

期
間

第２条第１項別表第１第８項(安全
管理措置の不適切により生じた工
事関係者事故)

左記業者は、夷隅土木事務所発注の「道路メンテナ
ンス（道路附属物等）工事（浜行川歩道橋補修工）」
において、令和４年６月３０日、防水材塗布作業中
に、下請業者の作業員が現場内でバーナーを使用
したため、気化していた可燃性ガスに引火し火災が
発生し、被災した作業員の内１名が死亡した。

月数

R4.12.8

期
間

第２条第１項別表第１第８項(安全
管理措置の不適切により生じた工
事関係者事故)月数
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

（株）ソラスト 始期 令和4年11月14日

代表者　藤河　芳一 終期 令和5年2月13日

東京都港区港南一丁目７番１８号 ３か月

（株）ニチイ学館 始期 令和4年11月14日

代表者　森　信介 終期 令和5年2月13日

東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 ３か月

Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 始期 令和4年11月8日

代表者　覚道　清文 終期 令和5年5月7日

東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 ６か月

中外テクノス（株） 始期 令和4年11月28日

代表者　福馬　聡之 終期 令和5年5月7日

広島県広島市西区横川新町９番１２号 ６か月

（株）大塚商会 始期 令和4年11月8日

代表者　大塚　裕司 終期 令和5年2月7日

東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 ３か月

（株）東京事務器 始期 令和4年9月29日

代表者　岡田　勝廣 終期 令和4年10月28日

我孫子市湖北台１丁目１３番９号 １か月

水ｉｎｇ（株） 始期 令和4年9月8日

代表者　中川　哲志 終期 令和4年12月7日

東京都港区港南一丁目７番１８号 ３か月

左記業者は、愛知県又は岐阜県に所在する病院が
発注する医事業務の入札等において、独占禁止法
第３条の規定に違反する行為を行っていたとして、
令和４年１０月１７日、公正取引委員会から排除措
置命令等を受けた。月数

R4.11.14

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 及び第４条第３
項（指名停止の期間の特例）

月数

R4.11.14

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 及び第４条第３
項（指名停止の期間の特例）

R4.11.8

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)

左記業者らは、広島県又は広島市が発注するコン
ピュータ機器の入札等において、独占禁止法第３条
の規定に違反する行為を行っていたとして、令和４
年１０月６日、公正取引委員会から排除措置命令等
を受けた。

月数

R4.11.8

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数

R4.11.8

左記業者は、令和４年８月１日に公示した我孫子市
公募型競争入札に参加し、同月３０日に落札者と
なったにもかかわらず、仕様書に示す物品を納入す
ることができないとして、令和４年９月６日に契約辞
退を申し出た。月数

R4.9.8

期
間

第２条第１項別表第２第４項（独占
禁止法違反行為）及び
第４条第３項（指名停止の期間の
特例）

左記業者は、東京都が発注する東村山浄水場ほか
の排水処理施設運転管理作業の見積合わせにおい
て、独占禁止法第３条の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、令和元年７月１１日、公正取引委員会
から違反事業者として認定された。月数

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 及び第４条第３
項（指名停止の期間の特例）

月数

R4.9.29

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

水ｉｎｇ（株） 始期 令和4年9月8日

代表者　中川　哲志 終期 令和5年3月7日

東京都港区港南一丁目７番１８号 ６か月

（株）淺沼組 始期 令和4年9月8日

代表者　浅沼　誠 終期 令和5年9月7日

大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル １２か月

藤英建設（株） 始期 令和4年7月28日

代表者　藤代　剛志 終期 令和4年8月27日

旭市ニの６２９２番地の４ １か月

（株）西原環境 始期 令和4年7月28日

代表者　西原　幸志 終期 令和4年8月27日

東京都港区海岸三丁目２０番２０号 １か月

シーデーシー情報システム（株） 始期 令和4年7月15日

代表者　音田　昌利 終期 令和4年7月28日

千葉市中央区本千葉町４番３号 ２週間

中里建設（株） 始期 令和4年7月15日

代表者　中里　聡 終期 令和4年8月14日

栃木県佐野市栃本町１０５１番地 １か月

（株）錢高組 始期 令和4年6月30日

代表者　銭高　久善 終期 令和4年12月29日

大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 6か月

R4.9.8

期
間

第２条第１項別表第２第３項（独占
禁止法違反行為）及び
第４条第３項（指名停止の期間の
特例）

左記業者は、千葉県を含む特定浄水場等向けの活
性炭の取引分野における競争を実質制限し、独占
禁止法第３条の規定に違反する行為を行っていたと
して、令和元年１１月２２日、公正取引委員会から違
反事業者として認定され、排除措置命令及び課徴金
納付命令を受けた。月数

R4.9.8

期
間 第２条第１項別表第２第５項（公契

約関係競売等妨害又は談合）

左記業者は、千葉県市川市発注の市川市立塩浜学
園の旧校舎取り壊し工事の入札を巡り、令和４年７
月２６日に公契約関係競売等妨害の容疑で千葉県
警に逮捕された。

月数

R4.7.28

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

左記業者は、旭市内の屋根補修工事において、労
働者の危険防止措置を講じず、作業員１名が死亡し
たことから、労働安全衛生法違反及び業務上過失
致死罪により令和２年１２月２８日に罰金刑に処せら
れた。このことにより、千葉県知事から令和４年６月
２３日付けで建設業法第２８条第３項の規定による
営業停止処分を受けた。

月数

R4.7.28

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

左記業者は、愛知県豊橋市発注のいずみが丘処理
場の運転保守委託業務において、令和３年８月１９
日、水量の確認作業に当たり、作業中又は通行中
の労働者がマンホールから転落することによる窒息
等の危険を防止するため、必要な個所に高７５セン
チメートル以上の丈夫なさく等を設けるなどの必要な
措置を講じなかったことから、労働安全衛生法違反
で令和４年５月１０日付けで起訴され、令和４年５月
２３日付けで罰金刑の略式命令を受けた。月数

　左記業者の元使用人は、近畿中部防衛局発注の
岐阜（２）評価施設新設建築その他工事の入札を巡
り、令和４年５月３１日に官製談合防止法違反及び
公契約関係競売等妨害の罪で在宅起訴された。

月数

R4.7.15

期
間

第２条第１項別表第２第９項（不正
又は不誠実な行為）及び第４条第
８項（指名停止の期間の特例）

　左記業者の社員は、水道局長（現：企業局長）が発
注した「水道料金等徴収事務委託（その２・千葉西）」
において、不注意により個人情報の印刷された水道
料金等領収証（控）や領収印等が入った業務用鞄を
令和４年５月１１日に千葉市内で紛失した。

月数

R4.7.15

期
間 第２条第１項別表第２第９項（不正

又は不誠実な行為）

　左記業者及び社員は、栃木県佐野市発注の災害
廃棄物仮置き場の復旧工事において、作業員が死
亡する工事関係者事故を発生させ、令和３年７月８
日、労働安全衛生法違反により足利簡易裁判所か
ら罰金刑の略式命令を受けた。

月数

R4.6.30

期
間 第２条第１項別表第２第６項（公契

約関係競売等妨害又は談合）
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

パシフィックコンサルタンツ（株） 始期 令和4年6月8日

代表者　重永　智之 終期 令和4年12月7日

東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 ６か月

（株）ジイケイ設計 始期 令和4年6月8日

代表者　須田　武憲 終期 令和4年12月7日

東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 ６か月

（株）メディセオ 始期 令和4年5月24日

代表者　長福　恭弘 終期 令和4年8月23日

東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 ３か月

ナカバヤシ（株） 始期 令和4年4月27日

代表者　湯本　秀昭 終期 令和4年7月26日

大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 ３か月

トッパン・フォームズ（株） 始期 令和4年4月27日

代表者　坂田　甲一 終期 令和4年10月26日

東京都港区東新橋一丁目７番３号 ６か月

（株）ディーエムエス 始期 令和4年4月27日

代表者　山本　克彦 終期 令和4年10月26日

東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 ６か月

小林クリエイト（株） 始期 令和4年4月27日

代表者　小林　友也 終期 令和4年10月26日

愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 ６か月

光ビジネスフォーム（株） 始期 令和4年4月27日

代表者　松本　康宏 終期 令和4年10月26日

東京都八王子市東浅川町５５３番地 ６か月

東洋印刷（株） 始期 令和4年4月27日

代表者　土谷　潤一郎 終期 令和4年10月26日

京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 ６か月

R4.6.8

期
間

第２条第１項別表第２第６項
（公契約関係競売等妨害又は談
合）

 左記事業者の使用人は、富山県富山市が令和元
年７月に発注した「呉羽丘陵フットパス連絡橋周辺
広場整備基本計画策定等業務委託」の入札を巡り、
令和４年２月１４日、公契約関係競売等妨害の容疑
により逮捕された。月数

R4.6.8

期
間

月数

R4.5.24

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 及び第４条第３
項（指名停止の期間の特例）

　左記業者は、独立行政法人地域医療機能推進機
構が発注する医薬品の入札について、独占禁止法
第３条の規定に違反する行為を行っていたとして、
令和４年３月３０日に公正取引委員会から違反事業
者の認定を受けた。

月数

R4.4.27

期
間

第２条第１項別表第２第４項(独占
禁止法違反行為) 及び第４条第３
項（指名停止の期間の特例）

左記業者らは、遅くとも平成２８年５月６日以降、日
本年金機構が発注するデータプリントサービスにつ
いて、受注価格の低落防止等を図るため、受注すべ
き者を決定し、受注予定者以外の者は受注予定者
が受注できるように協力するようにすることにより、
公共の利益に反して、日本年金機構が発注する
データプリントサービスの取引分野における競争を
実質的に制限していたとして、令和４年３月３日に独
占禁止法第３条違反により、排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けた。

月数

R4.4.27

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)

R4.4.27
期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数

R4.4.27

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)

月数

月数

R4.4.27
期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数

R4.4.27
期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数
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決定日 指名停止業者名 適用条項 備考（指名停止理由等）指名停止期間等

カワセコンピュータサプライ（株）　 始期 令和4年4月27日

代表者　川瀬　啓輔 終期 令和4年10月26日

大阪府大阪市中央区今橋二丁目４番１０号ＥＤＧＥ淀屋橋８Ｆ ６か月

（株）恵和ビジネス 始期 令和4年4月27日

代表者　渡辺　淳也 終期 令和4年10月26日

北海道札幌市中央区南二条西十二丁目３２４番地１ ６か月

（株）タナカ 始期 令和4年4月27日

代表者　田中　司郎 終期 令和4年10月26日

茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ ６か月

（株）ディーソル 始期 令和4年4月27日

代表者　今村　勇雄 終期 令和4年10月26日

東京都中央区日本橋人形町一丁目８番４号 ６か月

塚田印刷（株） 始期 令和4年4月27日

代表者　塚田　和範 終期 令和4年10月26日

兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 ６か月

月数

R4.4.27

R4.4.27

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数

左記業者らは、遅くとも平成２８年５月６日以降、日
本年金機構が発注するデータプリントサービスにつ
いて、受注価格の低落防止等を図るため、受注すべ
き者を決定し、受注予定者以外の者は受注予定者
が受注できるように協力するようにすることにより、
公共の利益に反して、日本年金機構が発注する
データプリントサービスの取引分野における競争を
実質的に制限していたとして、令和４年３月３日に独
占禁止法第３条違反により、排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けた。

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数

R4.4.27

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数

R4.4.27

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
月数

R4.4.27

期
間 第２条第１項別表第２第４項(独占

禁止法違反行為)
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